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午前９時００分 開会 

○川村企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中小企業政策審議会基

本問題小委員会を開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しいところ朝早くからご参集いただきまして、まこ

とにありがとうございます。 

 それでは初めに長官の宮本からご挨拶をいたします。 

○宮本中小企業庁長官 皆さん、おはようございます。また、月曜日の朝９時からという、

すがすがしい時間にありがとうございます。 

 前回は生産性向上の中でもキーになりますＩＴの導入について、現状課題、それから政

策の方向について、大変活発なご議論いただきましてありがとうございます。 

 本日はそれに引き続きまして、ＩＴ導入以外で生産性を向上させる主要な施策というこ

とで、人材を取り上げさせていただきたいと思います。まだおくれられていますが、各省

連携をしっかりやるという意味で、本日は厚生労働省からも山口室長にご参加いただくこ

とになってございます。 

 それからもう一点、生産性と並ぶ今の中小企業にとっての喫緊の課題でございます事業

承継について、ご議論をいただきたいと思っております。本来であれば生産性の流れで、

生産性それから事業承継という形でご議論いただくのがよろしいんですが、事業承継を担

当しております財務課は、実は税制も担当しておりまして、今まさにご議論いただく生産

性向上とか事業承継、これを促進するための税制改正が山場を迎えておりまして、後半少

し退席しなければならないこともありまして、ちょっと順番を入れかえて先に事業承継を

させていただきます。 

 ちなみに、私も財務課長の随行で、すみませんが10時ぐらいに退席させていただきます。

その後のご議論につきましても、後ほどしっかりとほかの職員から聞かせていただきたい

と思いますので、きょうも活発なご議論をお願いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○川村企画課長 それでは、まず開催に当たりまして、委員の退任についてご報告をさせ

ていただきます。このたび、藤本委員におかれましては、任期満了に伴いご退任されてお

ります。今回、新たにご就任される委員がございませんので、本委員会の委員は14名で運

営をさせていただければと思います。 

 また、本日は全国中小企業団体中央会の小正委員の代理としまして、髙橋専務にお越し

いただいております。 

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。本日もｉＰａｄでございますけれ

ども、ファイル、特段問題ございませんでしょうか。 

 本日はマイクのほうに問題がございまして、委員サイドのマイクは後ろのほうから個別

でワイヤレスマイクをお渡ししますので、そちらでご発言をいただければと思います。 

 では、これからの進行は沼上小委員長にお願いをいたします。 
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○沼上小委員長 おはようございます。朝早くから大変申しわけございませんが、本日も

よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の議事は、先ほど宮本長官からもお話がございましたが、初めが事業承

継、その次は人材育成を通じた生産性の向上という二本立てになっています。本日は随分

多くのプレゼンテーションが用意されておりますので、時間が大変タイトになるかと思い

ますが、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 人材育成について、実はその後で中小企業庁だけでなく、厚生労働省からのご説明もい

ただくということになっております。 

 まずは、中小企業庁の財務課から、事業承継についてプレゼンテーションをお願いした

いと思います。資料３をご覧ください。吉村課長よろしくお願いいたします。 

○吉村財務課長 ありがとうございます。財務課長の吉村でございます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。仕事の関係ですみません、順番を入れかえていただきまして恐縮で

ございます。 

 資料３をご覧くださいませ。１ページおめくりいただきまして、資料番号で２番でござ

います。まず全体像でございますけれども、中小企業の経営者の年齢でございますが、左

の図をご覧いただきますと、今、ピークが66歳ということになってございまして、この20

年間で19歳右に倒れた格好になってございます。平均引退年齢は70歳ということでござい

ますので、今から四、五年後、2020年ころには数十万規模で経営者の方の引退というもの

が差し迫っているということでございます。 

 もう一枚めくっていただきますと、今度は事業承継の形態の多様化でございます。35年

以上前は、実は９割の方が息子さん等の親族内の承継でございましたけれども、直近数年

間の経営者交代がどのように行われたかを見ますと、緑色が従業員の承継、それから紫色

が第三者でございまして、いわゆる親族外の承継が６割を超えるということになってござ

います。 

 また１枚めくっていただけますでしょうか。５ページでございます。ここが生産性の議

論とも絡むところのポイントでございますけれども、図１、図２をご覧いただきますと、

やはり年齢が高くなるにつれて、投資の意欲でありますとか、成長意欲というものが下が

っていくという傾向にございます。それから図４をご覧いただきますと、やはり売上が伸

びていますかということで見ますと、30代、40代のところは比較的伸びているけれども、

年齢が60代、70代となってくると、どちらかというと横ばい、あるいは減少になっている

と、そういうような傾向があるわけでございます。 

 続いて６ページでございますが、現在の経営者の方の事業承継のご認識をお伺いします

と、60歳以上の方で５割の方が廃業を予定するというふうにお答えされておりまして、特

に個人事業主は７割の方がそうお答えになっていらっしゃいます。右の絵をご覧いただき

ますと、当初から自分の代でやめようという方もいらっしゃいますが、真ん中あたり、後

継者の関係でやめるという方が３割弱いらっしゃるというところが課題だろうと思ってご
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ざいます。 

 その次のページでございます。７ページです。では、廃業を予定されている企業の方が

業績が悪いのかということなんですが、もちろんほかの企業と比べるとやや傾向的にはそ

ういう傾向がありますが、廃業予定企業の３割ぐらいの方は全然業績とするといい、将来

性もないわけではないということで、いわゆる黒字廃業の問題があるのだろうと思ってい

ます。雇用や技術、ノウハウというものが失われてしまうというものが一定程度あるので

はないかということでございます。 

 次のページでございます。他方、70代、80代の経営者の方でも準備が終わっているとい

うふうなご回答は、半数以下にとどまっております。これがなぜなのかというところがき

ょうのご議論の一つだと思ってございますが、その結果として例えば黒字廃業に意図せざ

る形でなってしまうとか、あるいは世代交代がおくれてしまうといったようなことがある

のではないかということでございます。 

 続いて９ページでございます。では、こういった後継者の問題を相談先どういうところ

があるのかということなんですが、左をご覧いただきますと、実は１番は特に相談相手は

いないということでございまして、顧問の税理士さん、公認会計士さんにご相談される方

よりも多いという実態がございます。右はよろず支援拠点への相談件数でございますが、

2,000件程度ございますけれども、全体とすると１％程度にとどまっているということで、

一言で申し上げると、多くの事業承継問題が水面下に隠されてしまっていて、なかなか支

援機関、相談機関に相談していただけない状況にあるということかと思ってございます。 

 続いて、10ページ、その次のページでございます。廃業時に相談しなかった理由という

のをお尋ねしますと、実は誰に相談したらいいのかわからなかったという答えはわずか

１％でございまして、ほとんどの方はそもそも相談しても無理じゃないかとか、相談しな

くても自分で何とかなるんじゃないかとか、そういうふうに思っていらっしゃる方がほと

んどであるということでございます。 

 続いて、11ページでございます。参考までに、後継者の決定状況とそれから同業他社と

比べた業績がいいか悪いかということを絵にさせていただいておりますけれども、中小企

業380万いらっしゃいますが、従業員数で３人から20人ぐらいのところをとりますと120万、

その中で約半分の方が10年以内に引退される可能性があるんですけれども、その中でもう

既に後継者が決まっていらっしゃる方、それから他社と比べて業績がひどく悪いという方

を除いた黄色い部分だけでも、実は40万社ぐらいの方がいらっしゃるわけでございまして、

こういう中に、いわゆる黒字廃業になってしまう可能性のある方が結構含まれているので

はないかということで、この方々に早期の事業承継、事業引継ぎというものを考えていた

だくということが一つのテーマではないかと思っているところでございます。 

 続きまして、支援機関側のほうの現状と課題でございます。13ページをご覧いただけま

すでしょうか。実はこれ左側は金融機関、士業等専門家、商工会議所といった支援者ごと

に事業者の方がどのように思っていらっしゃるか、それから支援機関ご自身がどう考えて
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いらっしゃるかを聞いてみたものを簡単にまとめてございます。 

 金融機関のところですが、事業者さんからすると、融資へのマイナス評価の懸念から相

談しづらいというお声もございます。他方で、メーンバンクさんには、実は相談してよか

ったという声も聞かれてございます。他方、金融機関さんに伺うと、やはり家族問題とい

うことで、センシティブでなかなか難しいとか、体制が整備されていないので難しいねと

いうようなお声も強くいただいているところでございます。それぞれ支援機関ごとにその

ような議論がありまして、現実には相談したいと思っていらっしゃる方の事業者のニーズ

をなかなか支援機関側も十分くみ取れていないという状況ではないかというふうに思って

ございます。 

 次のページが14ページでございます。中小企業のＭ＆Ａというものも、後継者がいない

中で一つの解決策としてニーズが増してございますけれども、現実には右の三角形のピラ

ミッドをご覧いただきますと、大規模のディール、あるいは中規模、年商３億円以上ぐら

いのディールでございましたら、民間にマーケットはございまして、地域金融機関も含め

て随分Ｍ＆Ａの支援はできているところでございますが、それより下の小規模のディール

になってまいりますと、事実上ペイしないということで、民間の担い手はないというふう

に考えてございます。 

 その次のページ、15ページでございますが、今、申し上げた小規模の年商３億円以下の

ところで民間の担い手がいらっしゃらないものですから、この部分を何とかできないかと

いうことで、５年前から事業引継ぎ支援事業というものを進めてございまして、ようやく

全国展開をしまして、発足以来５年間で１万4,000の相談に応じ、550件程度の事業引継ぎ

を実現してきたということでございます。 

 その次のページ、16ページをご覧いただきますと、引継ぎ案件の７割がいわゆる第三者

承継、従業員承継が13％ということでございます。右端の円グラフを見ていただくと、従

業員規模でいうと５人以下が43％、10人以下を含めて７割ということで、小規模について

ご支援してきたということでございますが、その次の17ページをご覧いただきますと、左

側にちょっとわかりにくいんですが、三次対応、二次対応という絵がございまして、三次

対応というのは事業引継ぎセンターの人間が、全部最初から最後まで引継ぎのマッチング

をさせていただくということでございます。これが８割になってございまして、二次対応

というのは地域の金融機関さん、あるいはＭ＆Ａの事業者さんにと中から引き継いでお願

いするということですが、まだまだ少ないということでございます。このままいきますと、

いわゆる体制の限界が生じまして、これ以上ふやしていくことが難しいということで、現

在は例えば税理士さん、会計士さん、弁護士さん等の士業法人の方の登録というものを広

げておりまして、この方々に小規模事業者のマッチングを進めていただけるような取り組

みをこれからできるだけ大きな数で進めていきたい。現在100名ですが、将来的には1,000

人ぐらいの方に登録いただいて、民間マーケットの形成ということにも資していきたいと

いうようなことを考えてございます。 
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 ここまでが現状でございますが、全体を整理いたしますと、一つは水面下に事業承継問

題が隠れているということ、それから二つ目に支援機関の側の体制が整ってないというこ

と、三つ目に政府の支援というのはなかなか早晩限界に来るよということでございまして、

ここに①、②、③と書いてございますが、民間の多様な担い手の方にこの事業承継問題に

取り組んでいただいて、さまざまな目線から切り込んでいく必要があるだろうというふう

に考えてございます。ということで地域の問題、それからサプライチェーン内の事業承継

支援の問題。それから最後は、いわゆる廃業と裏表でございますけれども、創業者、企業

家の方とのマッチングというものをどう進めていくか、こういうあたりが課題ではないか

と思ってございます。 

 次のページ、19ページですが、実際、地域において事業承継支援が幾つかの自治体で進

んできております。秋田、岐阜、島根、栃木、静岡の例などを挙げてございますが、次の

ページをご覧いただくと、墨田区の事例でございます。墨田区さんはものづくりの町とい

うことでございましたが、実はピーク時に１万社あった事業者が、足元では3,000社まで

減少しておられて、３年前に実施したアンケートでは、さらにそのうち550社が廃業を検

討されているということで、こういった事業化を決定をされました。具体的には対象企業

への意向確認をした上で、カルテ・支援計画を作成し、資産のマッチングとか、あるいは

Ｍ＆Ａのマッチングといったことを地域の支援機関を巻き込んでやっていらっしゃるとい

うことでございます。まさに地域産業が崩壊してしまうということをモチベーションに取

り組まれている事例でございます。 

 それから続いて②でございますが、これはある自動車系列のTier3の会社が業績悪化で

危ない状況になってきたという中で、Tier2の会社に相談したところ、別のTier3の会社、

70人ぐらいの従業員の会社との事業統合が進んだということで、この会社は25人の会社な

んですが、70人ぐらいの会社に統合されて、従業員も技術も残ったという事例でございま

す。まさにサプライチェーンの機能を維持するという観点がモチベーションになった例だ

と思います。 

 また、22ページ、その次のページでございますが、これはいわゆる創業者とのマッチン

グでございまして、焼き肉店の例でございますが、商工会議所の主催する創業セミナーに

たまたま来ておられた若い起業家の方とのマッチングが成功した事例ということでござい

ます。 

 23ページ以降がその他の事業承継支援策でございますけれども、税制の支援、あるいは

民法の特例、金融支援といったものをやらせていただいてございますが、時間の関係で飛

ばさせていただいて、幾つかめくっていただいて、30ページ以降をご覧いただけますでし

ょうか。31ページでございます。私ども今申し上げたような課題があるものですから、事

業承継のガイドラインというものをこれは平成18年に制定されたものでございますが、10

年ぶりに見直しを実施しております。この４月から９月まで、計６回研究会でご議論いた

だいた上で案をまとめておりまして、きょうはご覧いただきませんけれども、資料５とい
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うところにその中身はつけてございます。 

 概要ご説明申し上げますが、平成18年のときには事業承継対策が重要だねと。円滑に進

めるために事業承継計画をつくることが大事だというところまででございますが、今回は

さらに早期の取り組みが必要ということで、いわゆるノッキングツールとして、事業承継

診断というようなものをやってみてはどうか。また、事業承継に向けたステップをちゃん

と踏んでいく必要があるとか、あるいは支援体制を強化する必要があるということを大き

く打ち出しているところでございます。 

 その次のページ、32ページでございますが、これがノッキングツールのイメージでござ

います。左をご覧いただきますと、身近な支援機関の方が定期訪問する中でこういった事

業承継診断をしていただいて、課題のある方は専門家へうまく取り次いでいただくという

ことをイメージしてございます。 

 右をちょっと小さいですけれども、ご覧いただくと、イエス・ノークイズのような形で、

後継者がいるのかいないのかですとか、資産の承継についての準備ができているかできて

いないかというようなことを一つ一つ聞いていくイメージでございます。 

 それで33ページをご覧ください。事業承継に向けたステップでございますが、まずは必

要性を認識していただいた上で、経営課題を見える化し、さらに経営改善、磨き上げを行

って、事業承継できるところまで持っていく。その上で計画を策定し、事業承継を実行し

て後継者の方による成長・発展を着実なものにしていくと、こういったステップを踏んで

いくことが必要だろうということでございます。 

 続いて、34ページでございますが、やはり身近な支援機関の方が大事なんでございます

けれども、その方たちだけでは十分なご支援ができないということで、かかりつけ医的な

身近な支援機関の方と、例えば再生支援協議会であるとか、事業承継の引継ぎセンターで

あるとか、こういった専門的な支援機関が連携をしながら中小企業の方のニーズを引き出

しながら、切れ目なく支援するということが大事だろうというふうに考えてございます。 

 以上が現状になります。 

 それで資料がもう一つ、資料４という資料をご用意させていただいてございますので、

そちらをご覧いただけますでしょうか。 

 最後に論点を３枚紙で整理をしてございますので、ご説明申し上げます。表紙を飛ばし

ていただいて、１枚目でございますけれども、事業承継の現状と課題ということで、今ま

でご説明したように、経営者の意識喚起の課題、それから意識喚起ができたとしてもなか

なか後継者不足、準備におくれがあるということ、それから経営資産の承継のタイミング

でのマッチングの問題とか、親族外のマッチングの問題とかそういう問題、それから承継

後の継続成長支援にどうつなげていくか、そういう課題があろうかと思ってございます。 

 一番下に今度の課題として一つずつそれぞれ箱がございますけれども、経営者の意識喚

起については地域の支援機関が結集して事業承継診断等、ノッキングツールも活用し、早

期取り組みを行うよう意識喚起することが必要ではないかということが課題。それから事
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業継続可能性の向上の点については、なかなか専門家の数が足りないのではないか。ある

いはあったとしても質がどうか、あるいはその支援能力が可視化されているかというよう

な課題があるかと考えてございます。また、経営資産の承継の部分については、小規模案

件を含めて事業引継ぎニーズに最大数十万の方がニーズとしてあり得るわけでございます

ので、これに十分対応できる健全なＭ＆Ａマーケットの形成が必要ではないか。さらには

承継後の継続成長支援ということで、単なる事業発展だけではなく、事業統合なども支援

すべきではないかということでございます。 

 続いて、一つ一つ論点を整理してございますが、まず２ページでございますけれども、

支援機関の問題でございます。経営者側の課題としては、なかなか外部に相談する相手が

いないということですが、支援機関としてどのようなアプローチをしていくことが必要か、

あるいは早期の事業承継に対する取り組みを促すために、どのようなやり方をすると意識

喚起ができるだろうかといったような課題があるかと思います。 

 また、支援機関、支援体制でございますけれども、地域によって承継支援のレベルがま

ちまちであるということ、それから実際のニーズの掘り起こしをするにしても、それぞれ

の金融機関、士業法人の方がどういうインセンティブを持ってこういった事業承継の支援

に参加していただけるかどうか。それから専門家の能力の可視化の問題がそれぞれあると

いうふうに考えてございます。 

 最後のページでございますが、事業承継の形態が多様化している中で、課題が何かとい

うことで整理をしておりますけれども、一つ目のところはＭ＆Ａのマーケットの問題、そ

れから二つ目の多様な主体によるアプローチということで、例えば地域で力のある企業と

の再編・統合ができないかとか、そのための旗振り役というのは誰が担うことができるだ

ろうか、それからサプライチェーンの中の取り組みという意味では、親事業者の方にどの

ような対応を期待するのが望ましいのか。それから創業施策との連携の課題、さらには一

番最後のところでございますけれども、廃業に近づいてしまう場合でございますけれども、

一つは個人保証がなかなか円滑な事業承継、さらには廃業の妨げになっているのではない

かという論点、それから円滑な廃業支援が進めば、経営資源の引継ぎ、集約にもつながる

のではないかということで、大きな意味での事業承継、経営資源の承継というものが進む

のではないかということでございます。 

 駆け足になりまして大変恐縮でございますが、忌憚のないご意見を賜れれば幸いでござ

います。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。ただいまのプレゼンテーションに対し

まして、ご質問、ご意見、コメント等ございましたら、いつものように札をお立ていただ

ければと思います。できるだけ多数の方にご発言をいただきたいと思うので、大変申しわ

けないですが、お一人様二、三分でご意見をまとめていただけると大変助かるということ

でございます。まず、村本委員からお願いいたします。 

○村本委員 ありがとうございました。この事業承継は、私個人的には社長の平均年齢が
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五十七、八歳のときからずっと考えさせられているテーマでありますけれども、その間、

ご説明飛ばされましたけれども、相続税、あるいは贈与税、あるいは民法特例まで十分に

やるなんていうことをやりまして、相当対応していると思いますが、実際にそこの数字を

見ますとまだ100件、200件、500件と、そういうレベルで桁が二つぐらい違う。先ほど数

十万社とおっしゃいましたけれども、それにはとても届いていないということでございま

すので、もう今やそれを例えば66歳の平均の社長年齢だと、70歳で辞めてしまうと４年し

かないわけですから、もうこれは集中改善期間とか、あるいは時限を決めるとか、もう既

にこれはもうここでもご議論がありましたけれども、サンセット方式で取り組む必要があ

る。その間にあらゆる手段を動員してやる必要があるんだというレベルに来ているのでは

ないかなと思います。 

 特に多額の債務を背負っているような場合に非常にネックがございますので、信用保証

制度含め、経営改善に努めるようなさまざまな支援策を例えば再生支援協議会のお話もご

ざいましたけれども、動員してやる必要があるのではないか。あわせて個人保証について

も、場合によったら経営者ガイドラインの特例をつけてやるようなことまでいかなければ

いかんのではないかなというような感じもしておりますし、もう一つ、私いつも申してお

りますけれども、例えば人材が都市から行く場合には、その人たちの住んでいる住居につ

いての特例についても、例えば公的な家賃補助をしている制度をうまく活用できるような

ことも、パッケージにしてやる必要があるのではないかなと思っておりますので、ぜひも

う一歩、もう一段シフトアップしていただきたいというのが印象でございます。 

 ありがとうございました。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、三神委員お願いいたします。 

○三神委員 ありがとうございます。なかなか国の手が届きづらい、小規模のボリューム

ゾーンについて少し事例をお話ししたいと思います。民間で地元で回るビジネスモデルで

す。事業承継に何かしらのリニューアルが伴う場合、店舗等のリノベーションが増えるで

あろうという発想がまず、地元の工務店にございます。そこで工務店が、新規の若手の独

立開業志望者を全国的に公募し、彼らの独立開業支援をやることによって、リノベーショ

ン案件を増やす一種の営業代替手段と捉える熊本の例がございます。また、川崎などでも

３年間も開業支援に準備期間を用意し、未経験でもとにかく小規模店舗で独立開業したい

方をやはり公募し、商店街全体の客足を増やすために、飲食店や地元の小規模店舗経験者

が育てた上で、３年後に何とか採算に乗せ、空き店舗で開業してもらうといったケースな

どがございます。 

 東京のように人口や企業数が多くても、なかなか最初から優秀な経営者というのは同じ

業界で見つからない問題があり、さらに小規模だとＭ＆Ａをしようにも候補が見当たらな

かったり、調査コストがかかってペイしないといった問題もございます。ですから都市部

でも、やはり人材を育てるしかないという問題があり、全国に同業他社や無関係の地元経
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営者が持ち出しで支援する事例が、ほかにも福岡ですとか、東京などでも多様にございま

す。どこにおいても、ネックは、未経験者や若手にはお金を貸していただけないというこ

とで、顧問や又貸し等によって、経験者の企業の信用で実質的にはなんとか銀行に貸して

もらうという状況です。これだけの貢献をしている支援企業側には、現状では資金的なメ

リットはないのです。将来的に案件が増えれば、飲食ですと３店何とか育てれば人の流れ

が変わるので、そこまで辛抱して、ということをやっておられるのです。こうした育てる

パッケージを提供している企業については、融資の上で何か優遇措置を設けるなど、モチ

ベーションが続くための施策を一つご検討いただけれたらと思います。 

 それともう一つが、やはり準備期間という意味で、もう少しレイヤーの高い企業になっ

て参りますと、まずは候補で役員で入っていただいて、それで少し事業に慣れていただい

てから引き継ぐというやり方があると考えます。この場合、よくあるジョブフェアのよう

な、地域に戻りましょうという施策が主目的となったやり方とは労働市場がまったく違う

ことを考慮しなければなりません。役員候補となると、エグゼクティブサーチ型と言われ

る、スカウト型の人材マーケットになってくるためです。現時点でのいわゆるエグゼクテ

ィブサーチ業界は、地方都市の中小企業向けはフィーが見合わないと考えています。人材

の調査料がかかってしまう割に、動かした人材の年収の一定パーセントをフィートして得

るビジネスモデルだったり、中小企業側にこうしたサービス料の前払い頭金を払うという

感覚がなかったりしますので、ここに補助ないし助成金を出す。つまり、エグゼクティブ

サーチ費用を助成するというようなものがあると、より使い勝手がよくなるのではないか

なという気がいたしております。 

 以上になります。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、河原委員お願いいたします。 

○河原委員 ありがとうございます。私は、事業承継の検討会とガイドラインのメンバー

として参加させていただきました。先ほど財務課長のお話にもございましたが、今、第三

者承継が増加している中、支援ニーズが大きく変わっています。今回、このタイミングで

ガイドラインの見直しがされたことは、まさに適時な見直しの観点から評価されるべきで

あると思います。 

 本日はガイドラインのご紹介はございませんでしたのでお話いたします。資料３Ｐ33に

ございます５ステップ、中でも特にプレ承継が注目です。いろいろな方々にこの内容を説

明していくことにで、支援者の皆さんが力を入れていけたらと思います。 

プレ承継というのは、事業承継の準備、経営状況や経営課題の見える化、そして事業承継

に向けた経営改善の磨き上げという、特別、事業承継だけでの事ではなく、７月１日に施

行した中小企業等経営強化法の経営力向上と、まさに経営の視点としては同じようなこと

です。日本全体、この辺りが弱いから、事業承継がうまくいかない要因でもあるのではな

いかと思います。 
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 それから、事業引継ぎ支援センターの実績、５年で550件、多いのか少ないのか皆さん

どう思われますか。Ｍ＆Ａというのは、いかに抵抗感があるか、特に個人事業主や中小企

業になるとなおさらです。Ｍ＆Ａというのが、そんなに悪いことではないということをも

う少し多くの方が力を合わせて知らしめることも必要ではないのかと思います。例えば、

よろず支援拠点のところで、事業計画や経営改善のご相談に来た経営者に対して、事業承

継のことも聞いてくださるだけでも、事業承継は進むのではないでしょうか。事業承継だ

けで相談に行くというのは、自分が終わりの覚悟を決めた経営者で、そこまで今元気な経

営者に求めるのは、私は酷ではあると思います。 

また、事業承継診断、これはすごくいいアイデアだと思います。 

しかし、この情報をいかに活用するか、そこが今までの中小企業施策のところで弱かった

のではないのかと思います。 現在、かかりつけ医、総合医、専門医、既にドクターはそ

ろっているのに、ここでうまく情報の共有がされていない。それはなぜかというと、共通

のカルテがないからです。このＩＴ化時代にそこが抜けているからうまく機能していない。

せっかくここでいい会社なのに、何とかしたいのに、すぐそばで起業しようとして頑張っ

ている若者がいたとしても、情報が生かされずうまくできていない。ほんの少し工夫で、

横の展開をすることで、この数字が画期的に伸びるのではないかと思います。 

 私が一番気になるのは、金融機関との関係です。先ほど村本委員からお話しございまし

たとおり、個人保証があるから、なかなか事業承継が進まない。この現実に関して、経営

者保証、個人保証のガイドラインだけでは私は進まないと思います。ここに対して、金融

庁ともう一歩協力していただきたい。金融庁から公表された金融仲介機能のベンチマーク

の中で事業承継支援件数が入っていますが、単体の項目で共通項目には入っていません。

本来、国として事業承継を大切だと思われるなら、共通の目線で各省庁進めていただけき

たいと思います。 

 前回もご提案いたしましたが、やはり期間限定で大きなご褒美を今やるときと思います。

この会でご検討されるのであれば、３年後、目指すは黒字廃業ストップというぐらいの意

気込みでやっていただけたますよう、ぜひ、お願いいたします。 

 以上でございます。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、大浦委員お願いできますでしょうか。 

○大浦委員 ほかの方がいろいろ具体的な話をされますので、私はでは実際に事業をやっ

ている人間たちがどういう気持ちになっているかということをお伝えしたいと思います。 

 現場です。実際に親がやっている仕事を小さいときから見た子どもというのは、とにか

くどんだけ大変なんだというのを、しみじみ足元で見るわけですよ。苦労しか見えない。

うちも拡大を父の代も私の代もしましたけれども、でもそれにどれだけ血のにじむような

努力と、私の両親は命までかけてやって、あっさり60と70で死んでしまいましたから、そ

れだけのものを見て、子どもは継ぐか。微妙です。そんなにつらい思いをして頑張って、
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最後、いよいよと思って足元を見たら、借金を返したら何も残らないか、残ったら全部税

金で取られます。この状況で中小関係なく、日本人に事業を継がせろと言われても、私は

余りにも酷なのではないかと思います。それを耐え抜いて子どもはやるのかなと。それで

こんなに減っているんですよ。だから知らない人が継ぐんです、起業家という。結局、こ

の人たちは苦労が好きだから頑張ってやるんだと思うんですけれども。これの繰返しでよ

ければそれでも構いません。だけれども、日本という国が真剣に国民の幸せを考えたとき

に、この仕事、こんなにつらいんだよというのを子どもに見せつけるような仕事の仕方し

かできない中小企業しかないという現状って、どう思われますか、皆さん。 

 私はあと１分ほどありますが、それだけお伝えできればいいのかなというふうに、今回

は真剣に思っております。いろいろアイデアはあります。だけれども、それよりも何より

も、今ここにいらっしゃっている皆さん方に私がお伝えしたいのは、この国って真面目に

やっている人にとってとっても冷たい国です。だからこんなになっているだけだと思いま

す。 

 以上です。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、それでは阿部委員お願いできますでしょうか。 

○阿部委員 ありがとうございます。最初の課題についての２ページ目の、中小企業の経

営者年齢の分布でもわかるように、これも小規模事業者ですと大浦委員と同じように、か

なり低い、小規模事業者もかなり高齢化というんでしょうか、なっておりまして、昭和時

代に頑張っていた経営者がもうご引退する。もう目の前に来ております。５年間で急速に

崖から転げ落ちるように経営者はいなくなってしまうということになっている。２点お話

ししたいと思います。 

 １点目は支援ですけれども、企業家の支援、インキュベーターの支援、これをやっぱり

細かくやっていかないと、経験と勘と度胸とか、思いと現実のギャップの中で、空き店舗

を改装して、支援金をもらってスタートするんですが、これ３年続く方はもう５％いない

ですね。私どもの商店街も、さまざまな形で飲食関係を入れているんですが、非常にそれ

を継続させるということが難しいので、その辺の空き店舗問題と並行して、すぐこちらの

ほうもしっかり見ていかなければいけないということが一点。 

 もう一点は、小規模事業者、商店街は小規模事業者のもう集合体ですから、地域に根差

したなくてはならない商店を目指しているんですが、各地域地域間で、人口と売り場面積

の占有率のバランスが大きく崩れているんです。一つとしては大型店というのもあるんで

しょうけれども、そこでどうしても骨抜きになってしまっておりますので、いざこちら側

で支援をして、スキルを上げて経営体制、収益構造を上げて利益体質にするということを

やっていながらも、結果的にはもうそこではマーケットがもうなくなってしまっていると

いう。このマーケット環境というのは非常に著しくもう崩れてしまっているということが

ありますので、一番の大きくはもう昔は優秀な跡取り息子は跡を取らないで多分こういう
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ところで仕事をしていると思うんですよね。私たちみたいな、そうではない、もう家に帰

るしかない、跡取り息子としてやっていかなければいけないというのは、本当にへばりつ

いてでも、かじりついてでも、家を守ったものなんですが、今はもうそのお父さんたちは

90％以上自分の息子に跡を継がせたくないというふうにもう言っているんですよね。この

現状のところの部分は、やはり商いをして行けるか行けないかというところの環境のバラ

ンスにあるのではないかと思いますので、一つには大店法の法律の改正も必要だと思いま

すし、その辺の地方自治体との商業エリアのまちづくりということも必要になってくるの

ではないかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたい。現場はもう悲鳴

を上げておりますので、よろしくお願いいたします。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、髙橋委員にお願いしたいんですが、恐らくお時間の関係もあると思う

ので、人材育成の側面もあわせてコメントいただけるとありがたいと思います。 

○髙橋委員 ありがとうございます。北海道から参りました。事業承継の円滑化は本当に

我々地域の中小企業の、特に小規模企業の方々、商工会のトップの方ともよくお話しをす

る機会があるのですが、大変重要な課題であると認識をしております。 

 先ほど、実際企業を経営しておられると親の姿を見て、なかなか跡を継ぐ気にならない

というような切実なお話もございましたが、私は日々地域の立場から、事業承継を含めて

の地域の小規模の企業の方々の苦労を見るにつけても、もちろん個々それぞれの事情はお

ありになるとは思いますが、大きくいえば、やはり人口減少と高齢化が、日本全体に広ま

っていることが全ての問題の一つの原点という言い方もできるかと思っておりまして、も

とよりこの事業承継問題に正面から取り組んでいくという行政の対応も重要でありますが、

それと同時に、地域全体、あるいは国のお立場でも、マクロ的に人口をいかに増やすか。

あるいは今、インバウンドということを政府を挙げて一生懸命取り組んでおられますけれ

ども、交流人口を増やしていくことを通じて小規模企業の方々に対して、業種はいろいろ

あると思いますが、需要を増やしていく努力を、我々行政は取り組んでいかなければなら

ない。そういった背景の中で地域に根差した小規模企業の方々も将来の需要がこれだけ出

るのであれば、事業継続について、夢や希望を持っていただくような政策もしっかり取り

組んでいかなければならないと、今までの議論をお伺いをしながら、私自身の政策課題と

して認識をいたしたところであります。 

 そういう中で、この円滑な事業承継という問題、論点に限って少しお話をいたしますと、

課長からの大変わかりやすいご説明がありましたが、現状と課題、論点として何を取り組

んでいかなければならないのか、その整理というのは、我々地域を預かっている立場とし

て一致すると思ったところでございます。第一に重要なのは、やはり安心して相談をして

いただける環境づくりと人の育成と思っておりまして、いろいろな理由があると思います

が、北海道は事業承継を考える場合の後継者不在率というか、後継者ありと答えられる企

業の割合が、相対的に全国の中で低いと言われており、より問題が深刻であるという認識
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を持っているところであります。 

 そういう中で、私どもも地域の商工団体をはじめ、弁護士、税理士、中小企業診断士な

どの専門家も加えた事業承継サポートネットワーク事業に取り組んでおりますが、おのず

と行政中心でやるのは限界もあるというご説明も先ほどございました。民間の多様な担い

手の方々に事業承継に関するさまざまな相談に乗っていただく、こういったところへのシ

フトというのは、大変重要な課題だと私も認識をいたします。 

 それからもう一つは、やはりお金が要るわけでありまして、先ほど来、Ｍ＆Ａのお話も

出ておりましたが、民間金融機関も大変苦労しておられて、なかなか貸し出し先もないと

いうことで、ニーズを掘り起こすということも含めて、私ども道と道内の金融機関、これ

は地銀、信金も含めてご理解をいただいて、５億円ぐらいの規模の小規模企業のみを専門

に事業承継を中心に支援するファンドを立ち上げるべく、今、準備をいたしているところ

で、今年度中の立ち上げを想定しているわけであります。出資上限を１企業当たり3,000

万と設定いたしておりますが、地域、それから企業によってそれぞれがどういう面でお金

が要るかというのは違うと思うわけでありますけれども、この小規模企業支援ファンドの

支援を通じて、投資先に対して専門家等による成長段階に応じた継続的なハンズオン支援

ということも含めて取り組んでいきたいと頑張っているところでございますので、ぜひ、

中小企業庁からのご支援もいただければと、このように思う次第であります。 

 人材育成も大変重要な課題でありますが、時間が経過しましたので、これぐらいにさせ

ていただきます。 

 ありがとうございます。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございます。 

 それでは、引き続きまして、宮﨑委員お願いできますでしょうか。 

○宮﨑委員 私が一番感じたのは、相続税とか贈与税の減免というのだと、何か渡す側の

メリットが余りないというか、もともとはもらうほうが払うもので、渡すほうの、結局人

に余り渡したくないという本音というかがあるのではないかなと。なので、そこでの減免

よりも事業を継承して渡す側のメリットをもっとふやしたような、何か施策があったほう

がいいのではないかなと。例えば経営者を引き渡してその後投資家になってもらうという

か、投資家の立場でどちらかというと運用していくような、そういったところに関する減

免とか非課税とか、そういったことがあると、その事業継承、若手への経営が移転してい

くのではないかなというふうに感じました。 

 その中で、私自身31歳で事業を引継いで、サラリーマンだったのが全く変わって、非常

にいろいろな方に支援をいただきながら、すごいいい経験をさせていただいたと思ってお

ります。やっぱり早く社長にするということが結構人の教育の中で大事なのかなと思いま

す。旅館でもやはり専務とか、実質二番手という形で、ずっと40代、50代を旅館でも過ご

していく人。会長が70、80までいる。実質経営はそこが持っているというのが結構多いで

す。そうすると結局意思決定ができなくて、リスクを自分で責任を負わないということで、
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余り勉強しないというか、いろいろなことに、人に言われたことをやるということから抜

けないような感じの旅館も結構あるように感じていまして、なるべく早くトップにすると

いったことが大事かなと。その中で、私この支援企業、支援者の中で金融機関さんとか一

企業、商工会議所とかあるんですけれども、そこに教育機関というのもあったほうがいい

のではないかなと思ったんですけれども。というのは、大学で出てＭＢＡとかとって、そ

の後、知識は得たのでその後、実際に社長をやってみるとか、その後すぐに社長、全然違

う未経験の業態でも構わないので、社長を３年間やってみて、そこで実績を出すことが勉

強にもなり、逆に若返りとか、いろいろな新しいアイデアが出るということもあるのでは

ないかなというふうに思っています。 

 ですので、そういうカリキュラムの中でやっていき、そこを若い社長を金融機関さんや

大学とか一企業の方がバックアップするという体制を早い段階でできるような仕組みがあ

ったほうがいいのではないかなと。そしてその資金に関しても、教育機関が信用保証協会

みたいな融資をある程度保証するような体制にして支援していくとか、いろいろなことが

できるのではないかなというふうに感じました。 

 以上です。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、曽我委員お願いできますでしょうか。 

○曽我委員 私は群馬県の県庁所在地であります前橋の商工会議所の会頭を務めておりま

す。前橋などの地方都市、特に県庁所在地においては、100年以上長く続いている老舗の

企業が、ここ数年で本当に廃業に追い込まれているというようなケースが多々あると聞い

ております。 

 そこで前橋の商工会議所では、先ほどお話がございましたように、経営者、特に高齢化

してきた経営者に対して、事業承継に関する意識の喚起というのが、ものすごく大事だな

ということで、このことについての巡回・窓口相談、そしてまた相談会等を開催している

ということでございますが、そこで相談の中で必要な場合には、適宜専門家をご紹介する

というような形でやっているところであります。そして、その事業承継について、具体的

に取り組みたいというようなことが発生してきた中では、一つは金融機関の役割と地域に

密着しました支援機関の役割というのが物すごく大事だなというふうなことを実感として

感じております。東京商工会議所の墨田支部では、先ほどもちょっとお話ございましたけ

れども、ことしの10月から区役所、金融機関と連携いたしまして、60歳以上の社長を対象

に、事業承継に向け複数の専門家による企業経営健康診断を受ける取り組みを始めたと聞

いております。その中で、事業承継診断書というのがあるわけでございますが、これをや

はり全国に広めていただく、広げることが、事業承継を推進する上で、大変有効ではない

のかなと感じています。 

  

実は、私どもの会社も約8年前に事業統合いたしました。当社の事業は地域ビジネスであ
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る小麦粉と米、そして飼料と肥料の卸売であり、人口減少社会という環境の中では、絶対

需要が落ち込む業界であります。そこで、何か早く手を打たねばと考え、事業統合に踏み

切りました。事業統合の相手は、私の業界の先輩であり、40年以上ともに業界団体の役員

とし活動してきた方であり、まさにお互いに気心の知れているお相手でした。お互いに70

歳前後に成り、経営者も元気、企業も元気な内に一緒なるべきだという認識を共有するこ

ととなりました。 

 特にこの事業統合で特筆すべき事は、米・小麦粉を主な商いとする会社と飼料・肥料を

商いとする会社の二つの事業会社を立ち上げ、両者を共に同じ出資比率にするのではなく、

経営責任を明確にすべくA社を55対45、B社を45対55と持ち分比率を変えたことであります。

このことにより、売り上げ増加による生産性の向上、統合による社員の資質の向上さらに

事業承継問題の解決に一歩踏み出せました。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、森委員お願いいたします。 

○森委員 ありがとうございます。私は自分の経験からちょっとお話をさせていただきた

いと思います。私は33年前、ちょうど27歳で事業を引継ぎました。そして息子が３人おり

ますが、その息子が今度は30で今後継者としてやってくれています。長男に建設を主体と

して、そして次男が畜産業、そして三男が旅館業ということで、三人それぞれに分けてい

るわけであります。 

 長男が最初は大変渋りまして、商社におった関係で海外赴任寸前を、ここで帰ってこな

かったら一生帰ってくるなと言いましたら帰ってまいりまして、その後６年たちましたら

今度は本人が事業をやりたい、社長をやりたいということを言いましたので、すぐさま譲

ったわけであります。それの中をちょっと振り返ってみますと、いろいろな建設の関係、

いろいろな団体があるんですが、そういった中で青年部の活動をしたりとか、異業種の交

流に参加しておりました。ですから、そうした活動を通じて、刺激を受けたのかなという

感じもしております。その中で息子が言ったのは、親父が元気なうちに任せてもらえれば

俺もやれるということだったので、ちゃんとした後継はできたのかなと。しかし、一方で

は不幸にして親が亡くなったりして跡を継がなくてはならない、そういった事例もあるか

もしれません。畜産をやっている次男にしても、経営をやるつもりが畜産に行ったという

ことになりますが、非常に喜んで今やっているわけであります。 

 そういった中で、その後今Ｍ＆Ａで北九州にあります橋梁の専門会社、西日本で一番の

実績を持っている会社ですが、これを３年前にＭ＆Ａで取得しました。そして今年の８月

に千葉にある大工の型枠をする会社、そこをまた買収しております。いろいろと今業界も

大変なんですが、やっぱり将来に子どもたちが、今の息子たちが、そしてまたその息子た

ちが事業を存続させるために、中長期的な視野でもって今いろいろな展開を図っているわ

けであります。そういった中で、Ｍ＆Ａを行う際に感じたのは、税制の問題です。そして、

また先方もそういった関係で非常にいい会社ですけれども、従業員にやるには、役員にや
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るには、余りにも税の負担が大き過ぎるというようなこともあったわけです。そして我々

を指名していただきました。 

 型枠の会社につきましては、これも数社で競合したわけでありますが、たまたまオーナ

ーが、私は鹿児島ですけれども、宮崎の方で娘さんがずっとおられて父が関東に出てこう

いう会社を興したと。そして、これを誰かに譲りたいということで、Ｍ＆Ａに相談してそ

ういった話になったわけです。後継者問題というのは任せるということも大事ではないか

なというふうに今思っております。 

 元気なうちにそういったことをさせることも今の後継者にとってはありがたい。そして

異業種交流でいろいろ交流を図ることも大事ではないかなというふうに感じております。 

 以上です。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 ほぼ予定されている時間どおりのぴったりの終わり方になっていて、大変皆様のご協力

に感謝をいたしたいと思います。 

 引き続きまして、そういたしましたら今度は人材育成を中心とした生産性向上の議論の

ほうに移りたいと考えております。これは中小企業庁企画課から中小企業の生産性向上と

課題について、プレゼンテーションをお願いいたしたいと思います。 

 資料６をご覧ください。 

○川村企画課長 資料６をお開きください。まず、３ページ目でございます。生産性向上

について、改めてどういう要素が必要なのかというのを整理したのがこのページでござい

ます。労働生産性をとりますと、分子が収益力というか、付加価値でございまして、これ

は売上から中間投入するものを除いたものになりまして、分母が労働投入量になるという

ことですので、①売上をふやすか、②、③を合理化・効率化するかということで、この数

字は上がってくると。これをやるためにＡ、Ｂ、Ｃというような販路開拓ですとか、生産

業務プロセスの改善ですとか、そのＡ、Ｂにも効いてまいります人材育成、経営者力、組

織改編、ＩＴ導入と、こういったものがあろうかというふうに考えております。 

 スライドの４ページ目をご覧ください。こちらは大企業の平均の自己資本比率と経常利

益率をとりまして４象限に分けまして、一番右側のところが、両方いいところが稼げる企

業という形で整理をさせていただいたものでございます。 

 ５ページ目のスライドをご覧ください。そういった稼げる企業ですとか、経常利益率の

高い企業の特徴は、能力開発ですとか、情報化投資、ＩＴですとか、固定資産の取得割合、

設備投資、こういったものが売上高に占める割合がそれぞれ高いということで、人と物に

双方に投資をしているということではなかろうかと考えております。 

 ６ページ目をご覧ください。それでは売上を伸ばす、収益を伸ばす課題は何かというも

のを考えてみたところ、一番多いのが６割の企業の方が新規顧客、販売先の開拓が課題で

あるというふうに感じていらっしゃいます。こちらは赤と青のグラフがございますが、赤

が高収益、全体の25％以上の収益率、青が全体の25％以下の収益の企業ですが、これを見
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ますと、優秀な人材の確保というところが高収益な企業はより課題に捉えていらっしゃる

ということで、ここを重視している、人材を重視しているということではなかろうかとい

うふうに考えてございます。 

 ７枚目のスライドをご覧ください。それでは新規・販売戦略がうまくいかなかった場合

の課題は何かというところを見ますと、やはりこれも人の問題だというのが左から一つ目、

二つ目、三つ目、こういったところを課題に挙げていらっしゃいます。 

 では、その人をどうやって育成しているのかというのは８ページ目でございます。社内

のプログラムを使ったり、社外のプログラムを使ったりやられているのが、15％弱・強い

らっしゃいますが、残りの３割がそもそも難しいとおっしゃっていたり、社内でできない

と言われていて、結局、６割の企業が人材育成に難しいとご回答をされているというもの

でございます。では、その人材育成について考えますと、10ページ目をご覧ください。こ

れ人材育成といっても、ターゲットを明確にしたほうがよいのではないかというのがこち

らでございまして、中小企業の皆様は割とフラットな組織でいらっしゃいます。経営者の

トップの下に中核人材というか、管理者層というのか、そういうオレンジの層がいて、そ

の下に接客とか現場の層がいて、そこのどちらをターゲット、また経営者、そこのどこを

ターゲットにするかによって、育成の仕方が変わってくるのではなかろうかという問題提

起でございます。 

 11ページ目をご覧ください。実際、今どういうような人材育成をしているかということ

ですが、ほとんどがＯＪＴということで、正社員の７割、非正社員の８割ぐらいがＯＪＴ

を中心に対応されていて、ＯＦＦ－ＪＴをやっているところは少ないというものでござい

ます。 

 12ページ目をご覧ください。そういう中でどういう人材について需要が高まっているか

ということで、薄い緑が不足をしているというところですが、４割ぐらい不足をしている

というのが研究開発ですとか、国内外の営業ですとか、ＩＴ関連が不足しているというと

ころで言われてございます。 

 13ページ目のスライドをご覧ください。必要性というのはやはりこれは同じになってお

りますけれども、ものづくり、商品サービスの開発ですとか、販路開拓人材、こういうと

ころの必要性があるというところでございます。これについてどのようにやっているかと

いうのが13ページの右でございますけれども、従業員間の自主的な取り組みですとか、資

格取得支援というところにとどまっているというのが現状でございます。14ページ目をご

覧ください。こちら人材育成の課題ということで、そういった人材を育成をする人材が不

足しているというところが、従業員内で取り組もうとした場合の課題になってございます。 

 15ページをご覧ください。そういう個社では限界を感じていらっしゃる方々に取り込ん

でいるかといいますと、外部との連携でございます。一つが同業他社の方、または支援機

関、コンサルティング会社、教育機関、そういったところを活用しながら取り組んでいる

というところでございます。 
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 16ページ目をご覧ください。そういう中では声というところでございますが、管理者層

の人材という意味では、ＯＪＴのみならず、ＯＦＦ－ＪＴのニーズがあるというところで

ございまして、そこの中で外部機関、大学も含めまして取り組んでいると。そういうのが

中小企業大学校、この後、後ほどご説明がございますけれども、そういうような話ですと

か、事業承継も見据えますと経営者候補をいかに中から育てていくかということを心がけ

ている会社さんもいらっしゃるというところでございます。 

 少し飛ばしまして、19ページ目のスライドをご覧ください。少しラップアップになりま

すが、労働生産性、販路開拓という意味では人材育成が大事になってまいります。それは

ＯＪＴが中心になっております。これを育成するニーズが高いけれどもそれを育てる人材

がいないというところで、外部からどのような支援を行うかというのが課題ではなかろう

かと考えております。 

 また、ＩＴ導入というところにつきましても、前回ご議論いただきましたけれども、人

材育成のところも大事になってこようかというふうに考えております。本日は人材育成中

心にご議論をさせていただきたいと思っておりますが、その次回以降につきまして生産性

向上で人材育成以外としてどういったトピックがあるかというところで生産性、生産や業

務プロセスの改善、組織の変革、そもそも経営者に何が必要とされるのか、こういったと

ころも論点になろうかと思います。事業再編、Ｍ＆Ａというのもございますし、またバッ

クオフィス、管理業務、それにとどまらないかもしれませんが、アウトソーシングとかフ

リーランス、あとクラウド、こういったものをどうやって活用して生産性を上げていくか

というのも、ぜひご議論いただきたい点だと考えております。 

 私のほうから以上でございます。 

○沼上小委員長 それでは、引き続きまして、中小企業庁経営支援課から、中小企業の生

産性向上と中小企業大学校の機能強化について、プレゼンテーションをお願いしたいと思

います。資料７をご覧ください。 

 それでは、飯田課長お願いいたします。 

○飯田経営支援課長 経営支援課の飯田でございます。資料７をご覧くださいませ。 

 中小企業の生産性向上と大学校の機能強化ということでございまして、１ページ目をご

覧いただきますと、今、企画課長からもお話がありましたけれども、生産性の向上という

ことで分子を上げる、分母を落とすと、そういうことでございますけれども、中小企業が

こういう取り組みを進めるためには、改めて考えてみますと、まずは３．（１）ですけれ

ども、中小企業自身の取り組みを応援する、自分でしっかりやってもらう、あるいは応援

するということでございまして、まず中小企業の取り組みを促進する観点から、さまざま

な施策の支援がございます。 

 それから中小企業の取り組みを支援するという支援機関ということで、先ほども事業承

継の関係でも少しございましたが、そのほかにもさまざまな場面で中小企業の支援機関に

よる相談・助言が重要な場面がございます。今、同じ沼上座長にお願いをして、経営支援
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分科会のほうでこういったことについて議論をしていただいているところでございます。 

 こういう中小企業の取り組みをやっていく上で、どういう経営資源を入れるかというこ

となんですが、人、物、金ということで、きょうは人ということでございます。その人に

ついて申し上げますと、まずは人のその量を確保するというそういう観点がございますが、

こちらの今人手不足に悩んでおられる会社が非常に多くて、これは別途研究会もやってい

るんでございますけれども、私どもとしてもマッチングですとか、働き方改革と言ってお

ります好事例の横展開などを通じて、人手不足の解消にお手伝いできることがないかとい

うことを考えているところでございます。 

 一番下でございますけれども、そんな中で中小企業の人材の育成支援ということでござ

いますが、今もお話しありましたように、基本的にＯＪＴで人材育成がされる場面が多ご

ざいますが、こちらにつきましては先ほど申し上げました支援機関でいろいろな取り組み

を支援させていただいている中で学んでいただける部分もたくさんあるのではないかとい

うことでございますが、もちろんＯＦＦ－ＪＴを中心にお話をしたいと思います。ＯＦＦ

－ＪＴの中心、ＯＦＦ－ＪＴはもう人材といってもいろいろございますが、その経営者層

でございますとか、従業員の方々ということで、従業員の方々の人材育成につきましては、

この後、厚生労働省さんのほうからお話があるわけでございまして、中小企業庁ではどち

らかといえばその経営者、あるいは支援者の方の人材育成をやっていると。マッピングを

すればこういうことでございます。 

 次のページをご覧いただきますと、その中で私どもとしてずっとやっておりますのは、

経営者層の人材教育ということでは、中小企業大学校というものがございます。全国に九

つございます。いろいろあるんですけれども、割と人里離れたところでしっかり取り組ん

でいただこうというような、そういう経済産業もそういうところにあるんですけれども、

研修機関はありますけれども、そんな形で少しそういうところにありまして、これが後で

出てきますが、便宜上の問題がどうあるかということとも関係をしてまいります。これま

でここの箇所で62万人の受講実績でございます。平成27年度に関しても、478回研修を実

施して、１万4,000名ぐらいの方が受講されている状況でございます。 

 主な取り組みでございますけれども、３ページ目でございます。中小企業向け、中小企

業を支援する人材向けの研修ということでございまして、自分の会社の課題の解決に向け

た研修、あるいはそれを参加してよその会社を見てきて研修というような、実践的な研修

を実施しているところがポイントでございまして、先ほど申し上げましたように利便性の

観点の向上という意味からは、休日・夜間の研修、あるいは「まちなか」と言っています

けれども、少し交通の便のいいところでの研修、あるいはウェブを用いたｅラーニングな

ども含めて最近はウィングを広げているところでございます。 

 ４ページ目をご覧いただきますと、研修の体系がございます。中小企業者を対象とする

ものといたしましては、研究分野例で経営戦略、生産・技術強化とかありますが、これは

どちらかといえば経営者の皆様をしっかり見ていただくということでございまして、１ペ
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ージずれていました、すみません、５ページ目です。その下に工場管理者とか経営管理者

とかありますが、これは工場長さんですとか、技術部長さんですとか、経営をサポートす

る部長さんクラス、専務さんクラスのそういう対応の研修でございます。 

 それから支援担当者ということで、これは都道府県の方ですとか、あるいは商工会、商

工会議所の皆様にもご活用いただいておりますけれども、基礎・専門・上級と、そんなよ

うなところでございます。 

 次、６ページ目でございます。受講者の概要でございますが、職階別、業種別、従業員

規模別、ご覧いただきますと製造業が多い感じでございます。それから代表者、役員、管

理者の方が職種別で多ございます。資本金で見ますと、1,000万から5,000万ぐらいという

ようなところが中心になっておりますけれども、比較的規模の大きな会社さんにも入って

いただいております。従業員の規模別をご覧いただきましても、100人以下のところが多

いかなという感じでございます。 

 次のページをご覧ください。活用事例ということで、アンケート調査などを行いますと、

98％役立ったということでございまして、これは先ほど事業承継の話もありましたけれど

も、先々代、先代、自分という形で、代を重ねてずっと来られているような方々もいらっ

しゃいます。オタフクソースの例とか、割とよく使わせていただいております。 

 次のページをご覧いただきますと、最近の取り組みということでございます。こちらは

より多くの中小企業、小規模事業者の方々に研修機会を提供するということを考えており

ます。先ほど申し上げましたように、校外研修の展開、それから既存研修の拡充というこ

とで、夜間研修、政策課題への対応といったこと、施設の活用の促進なども進めておりま

して、ちょこっとゼミナール（ちょこゼミ）などという形で、ユーチューブで簡単、無料、

何度でも受講できるような、そういったようなメニューも最近は取り組んでおります。 

 ９ページ目をご覧いただきたいと思います。今後の方向性ということでございますけれ

ども、生産性向上などの中小企業の課題から生じる研修ニーズ、これを具体的に把握して、

民間研修ともあわせ考えまして、幅広く中小企業大学校をどうあるべきかということにつ

いては、ずっと考えていかなければいけないことだとは思っております。それから物理的

制約、時間的制約などもありまして、たくさんの人に使っていただけるようなことという

のはどうあるべきかという、利便性の向上についてもしっかり考えていかなければいけな

いというふうに考えております。 

 ここでは当面、まず今ニーズが顕在化している二つのことについて、ご紹介申し上げた

いと思います。 

 次のページ、ご覧ください。中小企業大学校の当面の方向性の②ということで、研修の

拡充でございます。これまで受講生の皆様にお伺いをしてきますと、成果を上げているほ

かの方々の優良事例、好事例の紹介、あるいは参加型の研修を望んでいるということでご

ざいまして、それともう一つは、経営学で学ぶような多様かつ高度な分析手法を組み合わ

せた研修を望む声があるということでございます。そういったことで、多少実務型という
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こともありますし、それから理論も含めたビジネススクールのような、そういった学位の

取得みたいなことも含めた、そういったニーズがあることでございまして、ちょっとそう

いったことをできないかということを考えてまいりたいというふうに思っております。こ

のプロセスにつきましては、いろいろな大学や専門機関の皆様との連携も重要だというふ

うに思っておりまして、そういったことも考えてまいりたいと思っております。 

 次のページ、ご覧いただきますと、利便性の向上ということでございまして、当面の方

向③でございます。やはり時間的余裕や経済的余裕がないというようなことで、人材育成

に取り組めないという方がたくさんいらっしゃいます。そういった観点から利便性の高い

場所でさらに講座を開設すべきだ、あるいは校外研修の講座数を増加させるべきだといっ

たようなニーズもございます。先ほど申し上げました地域の大学、あるいは商工会、商工

会議所の皆様との連携という形でもって、少しさらにこういった中小企業大学校での講義

の支援機関のウィングを広げていくということを考えていくべきではないかというふうに

考えております。 

 次、12ページでございましょうか。以下、ちょっと話は違うんですが、ちょっと私ども

のところで中小企業投資育成株式会社という会社がございまして、さまざまな投資活動を

行っております。こちらでは投資家の皆さんを対象に、これも研修事業を多々行っており

ます。 

 次のページをご覧いただきますと、研修事業の具体的な例がございまして、次世代の経

営者ビジネススクールですとか、役員研修、管理職研修、女性リーダー研修、あるいは新

任教育に至るまで、さまざまな取り組みを行われております。こういった中小企業大学校

に限らず、そのほかの政策機関、きょうは投育会社の話もしましたけれども、金融機関な

どでも研修事業を行っております。こういったところとも連携していきながら、人材育成

についての幅を広げていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、厚生労働省から厚生労働省で取り組んでいらっしゃる人材

育成について、プレゼンテーションをお願いしたいと思います。山口室長、よろしくお願

いいたします。 

○山口厚生労働省基盤整備室長 資料８をご覧いただきたいと思います。改めまして厚生

労働省の職業能力開発局基盤整備室長の山口と申します。よろしくお願いします。 

 資料８の２ページをご覧いただきたいと思います。２ページは資料の支援策の全体像を

示したものでございますが、まず、この資料で全体の概要について簡単にご説明をさせて

いただきまして、詳しい内容につきましては、次ページ以降でそれぞれご説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、一番上の箱にございますとおり、公的職業訓練といたしまして、離職者、在職者、

学卒者を対象に公共職業訓練を行っております。実施主体は国及び都道府県とされており
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まして、国におきましては独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構がその業務を

代行して、実際の訓練を行っているということでございます。 

 その右下の箱ですが、求職者支援制度による職業訓練とございますけれども、これは雇

用保険を受給できない方に対するセーフティネットといたしまして、平成23年10月に創設

された制度でございまして、こうした方に対する職業訓練を民間教育訓練機関を活用して

実施しているものでございます。 

 その下の箱が労働者のキャリア形成支援といたしまして、雇用保険による教育訓練給付

制度として実施をしているものでございます。一定の要件を満たす労働者及び離職者の方

が指定された講座を受講した場合にかかった費用の一部をご本人に対して給付をするとい

うものでございます。２種類ございまして、一般的なレベルの講座を対象とした一般教育

訓練給付、そしてよりハイレベルの講座を対象としてより高い給付を行う専門実践教育訓

練給付の２種類がございます。 

 一番下の箱が、事業主の方がその授業に対して教育訓練を行った場合にその費用等の一

部を事業主に助成金として支給するという制度でございます。主に正社員を対象とする訓

練を対象といたしますキャリア形成促進助成金、それから非正規労働者を対象とするキャ

リアアップ助成金という２種類がございます。 

 以下、それぞれちょっとご説明をさせていただきたいと思いますが、３ページをおめく

りいただきまして、離職者に対する公共職業訓練と、求職者支援訓練ということでござい

ます。まず、上のほう、離職者を対象とした公共職業訓練でございますけれども、これは

雇用保険の受給者を対象にいたしまして、おおむね３カ月から１年間の訓練を行うという

ものです。実施機関は国、都道府県、それから民間教育訓練機関に委託して行うという形

になっております。それぞれの役割分担につきましては、ここにございますとおり、国が

主に金属加工等のものづくり分野を、都道府県が地域の実情に応じた訓練、そして委託に

よって主に事務系、介護系などの設備を要しないような訓練を実施するということになっ

ております。 

 それから下の求職者支援訓練でございますが、これは雇用保険を受給できない方、例え

ば過去に雇用保険に加入しておらず、受給資格がないといったような方であるとか、ある

いは雇用保険の受給をし終わったけれども、まだ就職先が見つからないと、こういったよ

うな方などを対象にいたしまして、３カ月から６カ月の比較的短期間の訓練によって早期

の再就職を目指すと、そういったものでございます。就職率等の一定の要件を満たす民間

教育訓練機関を厚労大臣が認定するという仕組みによりまして、介護系、情報系、医療事

務系といった訓練を行っています。この二つの離職者に対する訓練につきましては、雇用

のセーフティネットとして実施をしていますので、受講のための費用は教材費などの実費

を除き、原則無料ということになっております。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。在職者に対する公共職業訓練でございます

が、今ほど離職者に対する訓練をご説明いたしましたけれども、そのほかにもここにござ
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いますとおり、生産性の向上などを目的といたしまして、在職者の方に対する公的な職業

訓練も行っております。左側が国が独立行政法人に行わせているものでございまして、右

側が都道府県に行っていただいているものでございます。在職者の方でも受講しやすいよ

うに、おおむね２日から５日間程度の短期間の訓練ということでございます。 

 訓練の内容につきましては、ここにございますとおりですけれども、金属加工、溶接、

建築といった、ものづくり分野を中心に行っております。ボリュームとしては資料の一番

下にございますとおり、国、都道府県合わせて年間約10万人の方が受講されているという

状況でございます。 

 続きまして、５ページをご覧いただきたいと思います。一般教育訓練給付金の概要につ

いてでございます。この一般教育訓練給付金は一番上にございますとおり、在職者、また

は離職後１年以内の方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受ける場合にその費用の一部

を支給するというものでございます。給付の内容は、受講費用の20％、ただし、年間10万

円を上限ということになっております。 

 実際に指定されている講座につきましては、資料の中段にございますとおり、現在、約

１万講座が指定を受けておりまして、大型自動車免許などの輸送、機械運転関係が最も多

く、約5,000講座、介護職員初任者研修などの医療・社会福祉・保健衛生関係が約2,000講

座などとなっております。ボリュームについては、資料の一番下にございますとおり、平

成27年度で約１万講座、年間約12万人の方が受給をされております。 

 続いて、６ページでございます。専門実践教育訓練給付金でございます。この制度は労

働者の中長期的なキャリアアップを支援するということで、よりハイレベルの講座につい

て、より高い給付を行うということで、平成26年10月から創設されたものでございます。

給付の内容といたしましては、受講費用の40％を６カ月ごとに支給する。それから訓練終

了後に就職等をした場合には、受講費用の20％を追加支給することで、合計で費用の最大

６割を給付するというものでございます。このほか、教育訓練支援給付金といたしまして、

専門実践教育訓練を受講する45歳未満の昨年の離職者の方に対して、訓練期間中の受講支

援として、基本手当日額、いわゆる失業手当の50％を受講中に支給するという仕組みにな

っております。 

 指定講座につきましては、資料の一番下にございますとおり、現在約2,200講座が指定

されておりまして、その内訳は看護師等の業務独占資格等の養成課程が1,290講座、専修

学校の職業実践専門課程が830講座などとなっております。 

 次に資料の７ページをご覧いただきたいと思います。キャリア形成促進助成金でござい

ます。この助成金は従業員に対して職業訓練を実施する事業主に対しまして、助成を行う

ということによりまして労働者のキャリア形成を支援する、そういうものでございます。

ここにいろいろございまして、訓練の形態であるとか、対象とする分野、あるいは企業の

規模などによりまして、助成率に若干の違いがございますけれども、この資料の①から③

までにつきましては、いずれも訓練にかかった経費であるとか、あるいは訓練中の賃金の
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助成を行うといったようなものでございます。④につきましては、計画的な教育訓練制度

であるとか、職業能力評価制度など、従業員のキャリアっプに特に効果が高い制度を新た

に導入する事業主に対して、制度導入助成として一定の金額を助成するといったようなも

のでございます。 

 最後に、資料の８ページをご覧いただきたいと思います。キャリアアップ助成金でござ

います。この助成金は有期契約労働者や、短時間労働者、派遣労働者など、いわゆる非正

規雇用労働者のキャリアアップを支援すると。こうした労働者に対する人材育成を行う事

業主に助成をするものでございます。 

 具体的にはこうした非正規労働者に対して訓練を行った場合に、資料の右側にあるよう

な賃金助成と経費助成を行うというものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、当局で行っております人材育成に関する支援策の概要で

ございます。 

 なお、時間の都合によりちょっと本日は説明は割愛いたしましたけれども、別の資料で

本日、電子データでお送りしておりますが、月間厚生労働というのがありまして、ちょう

ど今月号にただいまご説明しましたような厚労省の人材育成施策について、記事が掲載さ

れておりますので、後ほどお時間のあるときにご覧いただければと思います。 

 また、これも参考でございますが、今月の30日に公的職業訓練の愛称とキャッチフレー

ズを発表するということになっておりますので、あわせてご注目をいただければと思いま

す。 

 厚生労働省としては、今後の働き方改革に関する議論も踏まえまして、労働者、求職者

に対する能力開発の推進に引き続き努めてまいります。 

 説明は以上です。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。それでは、今までのプレゼンテーショ

ンを含めて、全体的にご質問、ご意見等ございます方はまたネームプレートを立てていた

だきたいと思います。 

 なお、本日のテーマは人材育成による生産性向上というのが中心的なものでございます

けれども、それ以外にも重要な論点があるということであれば、ご自由にご意見をいただ

ければというふうに考えております。 

 それでは、またお一人様、二、三分という感じでお願いをできればというふうに思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、三村委員からお願いします。 

○三村委員 ありがとうございました。先ほど事業継承のところでコメントしなかったの

で、そのことも含めてということでさせていただきます。 

 事業継承につきましては、実際非常にメニューが多いということで、そういう意味で余

り意見はなかったという感じだったんですけれども、一つだけこれが人材の問題と関係い

たしますと、やはり事前診断とカルテをつくり、かかりつけ医と専門医という譬えで、非
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常に工夫をされていて、大変おもしろいと思うんです。ただ、そうなりますと、実はこれ

は医療の世界でもそうなんですが、かかりつけ医というのが一番難しくて、総合医という

ことでありまして、専門医の育成より難しいかもしれない。いわゆるプライマリーケアを

含めて、基本的にその人の症状を見ながら全体的に判断して、その後どういうふうに持っ

ていくかということの判断が必要です。そのための特別な育成プログラムが必要で、臨床

の現場教育を含めて育成や指導がある。そうしますと、恐らくこの場合も、専門家の方を

基本的には用意されている、専門的なそういったような支援をされる方は揃ってらっしゃ

るとしても、このかかりつけ医的な立場の方は十分ではないかもしれない。そうしますと、

やはりこれから課題となっている人材育成プログラムは相当生きてくるかもしれませんし、

そういう方たちのための指導プログラムがあればいいと思いました。 

 人材育成ということですが、３点申し上げたいと思います。まず第１に、これは先ほど

の議論と同じなんですが、地域間格差が非常大きい。私、東京にいますのでそんなに感じ

ないんですが、それでも例えば地元に帰りましたら、本当に情報量が半減するぐらいの感

じを受けております。いろいろな表面的な情報はあるけれども深い情報がない。それがど

ういう意味や背景があるのかというところまでなかなかわからないという。ですから、こ

のいわゆる情報の地域間格差を薄めていくかは非常に重要です。 

 そして二つ目に、先ほどの話の流れから来るわけなんですけれども、中小企業大学校を

基本的に再位置づけするということには賛成です。これまで中小企業大学校が果たしてき

た役割は大きかったと思います。事例で紹介された企業は、私のよく知る企業です。本当

に立派な企業です。今の経営者の方が大学校で学んだのが約30年前、そして今も頑張って

いらっしゃる。あのときの中小企業大学校の持っていた発信力は大きかったと思います。

しかし最近、その発信力とか、位置づけが落ちてきているように感じます。それに対して

今回いろいろな形で研修拡充とか位置づけを見直すとか、利便性の改善とか、工夫してい

ただくのは大変いいことではないかと思います。 

 そして最後三つ目ということなんですが、中小企業大学校の在り方を変えるということ

の中で出てきた意見でございました。いわゆる中小企業者向けの一種のビジネス教育の強

化、あるいはビジネススクール的なものをつくってもいいのではないか。確かにそうだな

という感じがします。もう一つ言いますと、現在、私の大学を含め、ビジネススクールは

たくさんあります。しかしながら、今それへの社会的評価はかなり厳しくなっております。

それはなぜかといいますと、やはりビジネススクールがある意味でアメリカンモデルであ

るということ、あるいはグローバルスタンダードモデルであるということ。そうすると必

ずしも中小企業の経営者とか、あるいは商店街の指導者の方たちにとっていい勉強の場に

なるのか。そこのあたりが難しいなという印象があります。そうしますと、中小企業大学

校で、これは研修の拡充のところで、10ページのところで、当面の方向性で非常にいいこ

とを提案されていらっしゃる。まさにこれらを積み上げていく。その中で、今持っていら

っしゃる資源と、さらに指導体制を含めて、それからサテライト教室的なものも拡充して
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全国でネットワークしていく。またそれに参画していく提携校みたいなものがあってもい

いと思いますし、大学も協力させていいと思います。そういう形の中で発展されるとおも

しろいのではないかという感じがいたしました。 

 以上です。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、髙橋様お願いします。 

○髙橋専務理事（小正委員代理） 全国中小企業団体中央会の専務理事の髙橋でございま

す。きょうは小正委員が参れませんので、これだけは言ってきてくれと言われましたので、

その分だけ申し上げたいと思います。 

 人手不足に悩んでいます中小企業につきましては、人材教育の改革というのは非常に重

要で、これが今中小企業の育成になると考えているところであります。現在の教育訓練制

度で、事業者団体として、例えば電気メッキの組合が学校を開きまして、１年間教育訓練

を行っています。これはたまたま私どもの会長の会社が電気メッキなので、よく知ってい

るということなんでございます。そこでは単に従業員の教育というだけではなくて、親元

を離れてどこか勤めておったのが、親のところに戻ってきた、そういうときにメッキのい

ろはを知らないということでは、従業員にもばかにされてしまうというようなこともあっ

て、事業承継という意味でも、教育研修が大事だということで、親御さんたちがそこに入

れているということでございます。そういう教育訓練制度がございまして、事業者団体が

やっているんですけれども、給付の上限とか、講座につきまして、支給要件に制約が多い

というふうに言われてございますので、是非使い勝手を改善していただきたいと思ってお

ります。 

 あわせて、社会人の学び直しの場とか、そういうものをお願いしたいと思います。本件

につきましては、先般開催されました官邸での働き方改革実現会議におきましても、大村

会長から述べたところでございますので、労働省の方はよくそのときお聞きになっていら

っしゃるかと思いますけれども、今いらっしゃるということで、是非お願いをしたいとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、大浦委員お願いいたします。 

○大浦委員 今、こちらで育成といったって人がいないよねという話をしていたんです。

すみません、これで５秒過ぎました。 

 拡大しているところとか、それなりにやっていっているところの経営者というのを見る

と、多分、理念の浸透に相当な時間をかけているはずなんです。これがオンジョブトレー

ニングだけで絶対にできないことなんですよ。なので、オンジョブトレーニングではなく

て、就業時間中に仕事をしていない理念の浸透の時間というのが必ずあるはずなんです。

そういう企業には。もう本当に頑張っておられるのに、なかなかうまくいかないよねとか、
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もうＯＪＴが精いっぱいだよねというところは、多分この理念が大事だということを経営

者ご自身がまだまだわかっておられないんだと思うんですね。やはり一番最初に研修とい

うか、教育するべきところは経営者の方で、知識というのは私は光だと思っています。光

がないところは見えないんですね。ですので、経営者の意識改革をするような取り組みを

まず中小企業庁の皆様にはお願いしたい。それをどう広げるかということに、中小企業大

学校、すばらしいと思うのですが、今、ネット上検索してみましたところ、どうもミラサ

ポですらちょっとアクセスできないんですよ。ぜひせめてミラサポに入れていただけると。

入っていないですよね。入っていないと思いますけれども。入っていましたか。とても深

掘りしないと出てこないと思います。もしもあるとしたら。それはぜひお願いしたい。つ

まり、これより多くの方に見ていただきたいということであれば、もう広報必須です。ミ

ラサポ、それなりのアクセス数はあると思いますので、よろしくお願いします。 

 最後に、私、最近しみじみ感じていることがありまして、私、いろいろイノベーション

をやっておりますと、新しい仕事をどうしてもします。そのときにプロトタイプはつくれ

ますが、そこから先はやっぱりそれを今までやってきた人のノウハウが必要なんです。そ

こはやっぱりそういうところで学んでこられた方というのを企業の中に取り込む。つまり、

やっぱりヘッドハンティングということが必要になってまいりますので、そういう人材の

紹介みたいなことが、よろずでもどこでもいいですからやっていただけると、実は持って

いるノウハウ、アイデアはあるんだよね僕、というような人たちが次の展開をするのにと

ても簡単になっていくのではないかと思います。 

 私は自分で全部自腹切って頑張っているので、ぜひそういうところがあれば、ノウハウ

のあるところいいと思います。以上です。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、河原委員お願いいたします。 

○河原委員 ありがとうございます。まず、経営者に関しまして、やはり私は、経営管理

能力の問題だと思います。経営計画というのは、経営のビジョンに基づいた長期目標を明

確にして、それを具体的に３年から５年、何をしようかという計画を策定して、そこに予

算を落とし込んで検討するという。その中には当然、事業環境の分析や、社内体制の見直

しなどが含まれます。 

多くの経営者が会計を税務申告と思っている方がまだ多く、中小企業の収益性の低い一因

と思います。経営者が自分の会社の状況を認識していないところに、幾ら専門家・支援者

が言ったとしてもなかなか経営力向上の効果がないと思います。 

 経営者の教育、この基礎編は、国家プロジェクトとして実施してもいいのではないかと

思います。コーポレートガバナンス、ＩＴセキュリティポリシー、会社法等とともに会計

を、例えばミラサポのウェブ研修・ｅラーニングでもいいです。研修を受けることで、補

助金の申請の必須事項とするぐらいにしたら、経営者もお勉強していただけるのではない

のかと思います。 
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 さて、人材育成ですが、かつてはＯＪＴが当たり前の世の中、中間層が下を育て、上に

なる。そういうことが、どこでもできていましたが、今、人手不足の中、グローバル化、

ＩＴ化と言われ、企業を取り巻く環境の変化が早く、中間層の方は、忙しくて人の面倒を

見ている時間の余裕がない。大企業はしっかりと教育プログラムを持って中間層の教育を

しています。大企業と中小企業の差、これから先、このままではどんどん大きくなると思

います。中小企業大学校に、そこのところをしっかりとサポートしていただきたいと思い

ます。今ある地域的な事に関してどうなのかと考えると、中間層の方は、忙しいので、主

要なターミナル駅のサテライト研修会を各地域の大学と連携して進められたらいいのでは

ないでしょうか。そこでの人材交流というのも、地域経済にとっては大切で、できたら出

会える場をつくっていただけたらと思います。 

ぜひ、お願いします。 

 ところで、厚生労働省さんのお話の中で、さまざまな支援策がございました。たくさん

あるなと思いますが、そのことが選ぶ側としては難しいのではないのかとも思います。 

それから、中小企業側のニーズというのも、第４次産業革命の議論が本格化している今、

少しずつ変わってきていると思います。せっかく就業の準備をした若者が意欲を持って職

場に就ける。その辺りの視点、企業のニーズというのも、今後、中小企業庁さんと目線を

合わせて進めていただくようお願い申し上げます。 

 さて、今後、経営力向上の収益性、生産性のために、私が考えるのは、中小企業であっ

ても、ガバナンスというのが必要であると思います。私が所属しています監査法人もガバ

ナンスコードが求められる流れがあります。そして、社会福祉法人にもあります。 

今、社会的に影響が大きいという意味でのガバナンスコードが求められていますが、中小

企業であっても、地域経済に価値のある存在であるということを認める支援をするという

視点から、ガバナンスのお話は、今後の議論に入れていただけたらと思います。 

 大浦さんのお話でよくございます「経営者の思い」というのは大切です。そこを明確に

して伝えられることが組織として同じ方向に動くということです。これが、事業承継をし

た次の方々がうまくやっていかれる点でもあります。２代３代と続く会社にとって、目指

す方向が明確となっている。これが企業として一番大切であるという、いつも大浦さんの

お話されるビジョンは、魂のこもったご発言だと私は思います。その辺も含めて、今後の

ご議論の参考にしていただけたらと思います。 

 以上でございます。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございます。 

 それでは、引き続きまして、村本委員お願いいたします。 

○村本委員 もう既に多くの方が言われたので、少し限定してお話ししますけれども、中

小企業大学校に少しインナーでいたことがあるので、お話し申しますけれども、一つはや

やある時期、余り活性化しないような政策がとられた時期がありますので、やや機能が劣

化しているのではないかという懸念を持っておりますので、ぜひ再生にもう少し力を入れ
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ていただきたいなと。一つは、大学校自体は大変先ほどお話がありましたように、人里離

れたところで、わざわざ研修をするというようなよさがあるんですけれども、例えばその

宿舎にインターネット環境が非常にないとか、個室にテレビがないとか、いろいろな問題

点もないわけではないとか、あるいは出店というかサテライトをつくって、今かなり夜や

ったりとか、都市部でやったりしておりますけれども、そういうものの活性化とか、特に

一番大事なのはｅラーニングかなと思っていますが、その辺にも少し力点を置くようなこ

ともできないかなと。民間がやっているもの、あるいは大学のＭＢＡでやっているものと

は違った実は方向性を目指しているわけですから、そこの特色をもう少し生かすというよ

うなことはぜひ必要ではないか。特に心配なのは、62万人の方が今まで研修されたという

ことがありましたけれども、意外とリピーターが多いというようなこともありまして、そ

のこと自体が悪いということではありませんけれども、そういったような問題点もあるわ

けなので、もう一つこれが活性化するにはもう一段やはりシフトアップする必要があるか

なと。 

 そこで一つのアイデアですけれども、例えば民間の金融機関は各業界団体ごとに立派な

研修をやっておりますが、先ほど投資育成の話もございましたけれども、そういうところ

と連携してカリキュラムをブラッシュアップしていくなんていうこともあっていいのでは

ないかというようなことも感じております。 

 それから資格ということで言えば、その中小企業大学校は文部省認可の学校法人ではあ

りませんので、そう簡単に学位は出せないのですけれども、きちっとした修了証を出して、

ニアリーイコールＭＢＡというような形のことができればおもしろいのではないかと思っ

たりしますので、ぜひご検討いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、宮﨑委員お願いいたします。 

○宮﨑委員 今、いろいろ課題で、人手不足というのが結構あって、ただこの人手不足は

私的には結構前向きに捉えていて、賃金アップや生産性向上がそれによって生まれてくる

というか、人が足りないのでＩＴとか、なるべく人がやらなくていいことはシステム・Ｉ

Ｔでやらせようという流れが出るのでいいのではないかなというふうには個人的には思っ

ています。 

 そうしないと、業務改革が生まれてこないとは思ってはいるんですけれども、ただ、人

手不足の中でもこの経営者の人材不足というのは問題なのかなとも思います。やはり経営

者を担える人がふえていかないと、中小企業、事業継承の問題もありますし、元気になら

ないのではないかと思っております。 

 そういう中で、労働者というか、マネージャークラスまでを育てる専門的なスキルを身

につける大学とか教育機関と経営者を育てる機関というのは、やはり目的を明確に分けて

カリキュラムを組んでいったほうがいいのではないのかというふうに思っておりまして、
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やっぱり実務の教育だけでは優秀な経営者は生まれないのではないかなというのが、その

中で思っております。 

 その中で、中小企業の経営者をそもそも中小企業の経営者を目指す若い人が少ないとい

うか、目指したい人がいないことが問題かなというふうに思っていまして、総合大学のＭ

ＢＡをとったような優秀な学生とか、若い人とかが、その中小企業をキャリアアップの一

つ、キャリアの一つとして捉えて、何年間かやってみるような、そういった形、流れがあ

ってもいいのではないのかなと。そこでいろいろ勉強、数年間の中小企業の経営の中で学

んだことをもとに、次のもう少し大きな企業の経営者を担ったり、自分で起業して会社を

つくったりと、そういったことの中で、中小企業の中でも人の流動化が進んで、一回中小

企業を引継いだら、もう死ぬまでやらなければいけないと思うからやりたくないというの

もあると思いますので、数年の勉強だと思ってやるといったのもありなのではないかなと

いうふうに思っております。 

 そういう中で、この優秀な学生とかがいろいろな事業継承を考えているオーナー・経営

者に向けて、大学の人と学生を集めた場で学生がプレゼンをしたりとかいろいろやって、

売り買いというか、お見合い、結構相談所みたいな感じでマッチングするような場がある

といいのではないかなというふうに思っています。 

 以上です。 

○沼上小委員長 ありがとうございます。 

 それでは、引き続きまして、曽我委員お願いいたします。 

○曽我委員 生産性の向上ということで人材育成に関するということですが、ちょっと別

の面で申し上げますと、先ほどお話し申し上げました事業統合が生産性向上に大きく貢献

しているというようなことを実感として感じています。なぜならば、一つはやはり事業統

合をすることによりまして、メーカーとか取引先とか得意先との信頼関係がより強くなり

まして、当然のことでございますが、その結果、売上が大きく伸びてきたということ、売

上の向上につながったということ。 

 二つ目といたしましては、やっぱり人材という意味では、異なる歴史を踏んできた二つ

の会社が一つになったことによりまして、自分の力をつけることが大事だなというような

風潮が中に生まれてきたというようなことが大きなメリットになるのかなと思っています。 

 三つ目といたしましては、会社の性格からいたしまして、当然その会社の将来に向けて

の事業の発展を考えるのと同時に、やはり年次年次の利益をきちっと上げまして、その出

資先である親会社のほうへ配当するというようなことが意味づけられているわけでござい

ますので、経営を任された人間、人の意識が物すごい緊張感の中で経営が行われていると

いうようなことが大変なことなんですけれども、すごく大きく事業発展には貢献している

のではないかなと思います。 

 以上です。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございます。 
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 それでは、引き続きまして、三神委員お願いいたします。 

○三神委員 ありがとうございます。私も某国立大学のＭＢＡコースで教鞭をとっており

ました際に、たしか中小企業大学校様との提携の形で、短期集中講座を中小企業経営者向

けに行ったことがございます。これは泊りがけで缶詰になって学ぶ形だったのですが、宿

泊費も交通費も出せて、かつ従業員に反感を買わずに、これだけの時間が割けるという条

件を満たす人自体がかなりセレクティブになってしまう問題がございました。また、こう

した講習、いわゆる座学でやるタイプの教育は、忙しい方や、人数の少ない企業ほど、や

はり学びになど来れないという問題があるのです。これに対して突破口がうまく設けられ

た事例としては、例えば大阪府初の女性による農業法人をつくった例ですと、農家の主婦

の方ですから、家事や農作業の手伝いが終わった夜間に集まって、税理士さんだったり、

会計士だったり、経営学の先生だったりといったプロの方々をお呼びしで、３年間みっち

り勉強してから設立するというスタイルがあります。また、前も別の委員会でお話しした

ことがありますが、福井県ですと民間がやっているレベルで、地元の独立系のコンビニエ

ンスストアが慶應のＭＢＡコースを小さいサイズで受けられる仕組みを作っており、非常

に地元目線で、行ってその場で受けられるというサービスをやっていた例がございます。

また、やはり自治体側、つまり支援する側も経営の勉強をやらなければということで、三

鷹市の職員も一橋大の先生をやはり夜間に呼んで勉強しました。このように、むしろ来れ

ない方ですとか、そこまで通学時間が割けないという方向けに、講師の側から現地に赴く、

あるいはシミュレーションを行うディスカッションのような授業でしたら、研修方式の座

学とは異なり、経営者同士を繋ぐスカイプなどを使ったｅラーニングでカバーしていける

と思うのです。また、現場の作業をされている方々の技能をどう上げていくかという、基

礎的な技能の向上についても、やはり、中小企業であれば工場が使えるのは土日であって、

ここに引退された技術者などを呼んできて、企業群が、互いのノウハウが漏れないレベル

の教育までは共有するというような独自の方法をやっておられる地域もあります。こうい

った民間ベースで持ち出してやっているようなノウハウを、できれば中小企業大学校など

でも共有して柔軟により教育を受けやすくする、より現場目線に立ったものをやっていた

だくというような工夫をしていただけないかと感じます。 

 もう一点、厚生労働省の管轄になるかと思いますが、掲載されている資料を拝見すると、

現時点で学卒以上が対象、あるいは在職していた、離職していたという基礎教育がある程

度できている方対象のものが多いようですが、人手不足が深刻化しているのは建設業の現

場など肉体労働の分野で、大半が日雇いの方だったりするのです。こういう方々から聞か

れるニーズとしては、高齢化して体が動かず、生活保護予備軍になってしまったケースで

は、まず福祉サービスを受けられる場に赴くと。この時に、機械を最低限現場で使える教

育が受けられないかというレベルの需要があるのです。資料にある施策のような、「何々

士（師）」といったような検定試験を合格できるレベルではないけれども、肉体労働をで

きるだけ高齢になっても細く長く続けられるには、まずは機械、あるいはこれからデジタ
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ル化していったときに、工作機械の操作だけでも覚えられれば、何とかしのげるのではな

いかという、かなり現場目線になるのですが、こういった領域も丁寧にカバーをしていた

だけないでしょうか。実は、女性の活躍と言われている一方で、日雇いの方たちの間では

女性にきれいな仕事が全部とられてしまうという危機感も実はあり、そのかわりに機械を

使えるようにというような声が出ている背景もあるのです。 

 また、個人事業主をどう使っていくかというお話が一部触れられていますが、初めて出

された小規模企業白書で、個人事業主の年収のバランスのグラフのうち、上位層、非常に

ハイエンドなところが余りに突出して差があったので、全体像を見るのに適切ではないだ

ろうと判断して削除されたと伺っております。実は、個人事業主をこの資料の中ではバッ

クオフィスや管理業務のコストカットのために、クラウド化してフリーランサーを使って

いくという視点になっておりますが、そもそも個人事業主で独立できるというのは、末端

のいわゆる単純事務仕事のアウトソース業務ではないんですね。よりクリエイティブだっ

たり、企画寄りだったり専門性が高かったり。ですから、起業支援の世界の中で、一番人

材が少ないと言われている層、つまりプロフィットセンターの中の新規顧客開拓や企画で

すね。ここの領域で独立している人間が実はハイエンド層にいまして、この人材層を捉ま

えるという前提が抜け落ちていると思うのです。こうした層は、プロジェクト単位で専門

性を発揮します。例えばインド市場の開拓専門の方と一緒に働く、ＰＲ専門の方がある一

定の期間、全体に企業インタビューに入りブランディングにまとめあげる。こういった

人々とともに、一定のプロジェクトで働く経験が、実は日常業務ＯＪＴよりも、少し非日

常型のＯＪＴとして、教育効果を生むということもあるのです。プロデューサー業務など

は本当に典型ですし、あとは事業再生型の人事コンサルタントでフリーの方だけれども、

事業再生のフェーズではない段階で、経営者がなかなか社員の隅々まで本音を聞けないも

のですから、こういったプロのコンサルを頼んで、不満やどこで情報が滞っているかを調

べ、情報を集めていただくという、こういった使い方というのも実は中小企業でもやって

いるところがあるのです。どうも、フリーランスというと、それこそ派遣の方よりもさら

に不安定な末端の業務をやる最下層の人々のような先入観、イメージがどうもこの資料か

ら伝わるのですが、実際はそうではないのです。むしろ、これはボリュームで見るのか戦

略的に見るのかという問題でもあるんですが、いわゆる海外動向も含めたフリーランサー

の世界で、きちんとやっている人というのは、大規模な組織がまだ事業部をつくれないレ

ベルの最先端分野を、開拓を担っているという、利益率が高かったり、フリーランスのコ

ンサルタント同士がプロジェクト単位でチームを組んでカスタマイズ型のサービスをする

といったレイヤーなのです。どうも、ここを外した議論になってしまっている気がするの

で、別途また研究会等を設置するレベルになる話かもしれませんが、このレイヤーの人材

を、海外の優秀な人も含めてどううまく使っていくかということが、海外では実は重要な

議論になっていたりもするのです。個人を格下に見る意識や、認識を変えていただけたら

と思います。 
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 以上です。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、森委員お願いいたします。 

○森委員 きょう、私は厚労省の方がお見えですので、海外人材の関係でちょっとお願い

もしてみたいと思います。 

 実は弊社におきましては、昨年からベトナムの技術者を採用いたしております。非常に

優秀でありまして、また来年も３名ほど採用する予定にいたしておりますが、非常にレベ

ルが高い面、非常に我々で建設の現場をやる上において、非常に当初問題もありましたが、

非常にスムーズな取り組みをいたしております。 

 ただし、その手続上、非常に昨年初めてだったんですが、若干ちょっと時間もかかって

おりました。ことしは彼らもまたスムーズな更新ができておりますが、また来年採用いた

しますけれども、そういった関係、一般の研修生ではなくて、そういう社員として採用を

しておりますので、そういった観点につきましては、またいろいろな緩和を一つお願いを

申し上げたいなというふうに思っております。 

 これからはそういう国内での人材育成ももちろんですが、なかなか業種によっては非常

に厳しい面もありますので、海外の優秀なハイレベルな人材を我々も取り入れてやってい

かなければいかんと、そういうふうに考えております。 

 また一方、畜産のほうは非常に若い人が、農業大学とか、私は鹿児島ですけれども、体

育大学がありますが、体育大学の学生が学校の先生にならずにうちの畜産のほうに来まし

て、そしてまた結婚もいたしまして、親は関東の方で大変心配されておりましたが、非常

に優秀で、畜産だということで今一生懸命やってくれております。 

 一方、だから農業大学とか女性の卒業生とか、宮崎、鹿児島、両方の学生がたくさん来

ておりまして、一方、建設とかほかの業種からすると、畜産がそんなにいいのかなという

ぐらいに、今は非常にいいんですが、そういった環境にもあります。ですからいろいろな

人材を進めていく上において、国内もそうですが、いろいろな制度をもうちょっと拡充し

ていただきたいなということを思っております。 

 以上です。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、トリを阿部委員のほうからお願いいたします。 

○阿部委員 ありがとうございます。私は中小企業大学校の概要につきまして、この全国

に９カ所あって、478回やって、１万3,798回を受講したというふうに３ページにあります

けれども、これが実際、キャパシティとして多いのか少ないのか、26、27、28と上がって

きているのか下がってきているのか、これはちょっとつかめなかったので、私たち民間で

すと宿泊の関係も稼働率というのが非常にあって、それが効果を出しているのかどうなの

かという、やっぱりこういう形を見ておかないといけないなというふうにいつも教えられ

てきておりますから、そこがちょっとわからなかったのでお聞きしたかったというのと、
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あとはやはり陥りやすいところは先ほどもちょっと出ていましたけれども、ちょっとマン

ネリ化していたという。全く例年どおりメニューがパンフレット見ても同じで、私たち商

店街の後継者の仲間は、100人中100人行かないメニューなんですね。ですから、今、商店

街とか、売り場のエリア、店舗のエリアということを考えて、商店街というふうにいうと

したならば、今までハードとか、まちづくりとか、そういったアーケードとかイベントと

かという形で活性化という形をしていきましても、ほとんど成果が出ていないというのが

現状でございまして、正直な話。やはり、今、個店のやっぱり経営というんですかね。個

店の指導、経営の指導というものに全部向いてきているんです。もうちょっと遅いかもし

れませんけれども。そうなったときに先ほども三神委員のほうからお話があったように、

やっぱりちょっと基礎編というか、最初出張して来ていただいて、グループでやっていた

だいて、それを商工会議所、商工会も支援をして、それでではもうちょっと次のステージ

に上がってみようかということで、この中小企業大学校を利用するというところの目線で、

カリキュラム、メニューをつくっていただけると連動するかなというふうな感じをしてお

りました。 

 やはり先ほども大浦委員もおっしゃったように、私は経営はもう理念だと思います。理

念を通じてやっぱりビジョンが見えてくると思いますから、理念を達成するために事業計

画、それをＰＤＣＡを回しながら、しっかりと達成をしていくという、この一つの柱があ

ると思いますので、この理念をやっぱりきちっと植えつけていただくようなカリキュラム

というか、研修というのも必要ではないかなというふうに思っております。 

 とかく私たちも、私は菓子屋なんですけれども、生産者の職人都合のプロダクトアウト

で、この菓子がおいしいから食べろみたいな感じで行くんですが、やはりマーケットイン

で、お客様立場で、どういったものが必要とされているのかという、変化対応して、それ

ぞれの問題解決にならなければいけないというのは基本中の基本だと思いますので、やっ

ているとか、カリキュラムつくっているとか、中小企業大学校で１万3,798人が受けてい

るとかではなくて、それが一体どうなっているのかという検証というのも、教えていただ

いたりしますと、私たちも若手も動機づけがあって、やっぱり大嫌いな勉強をやっていか

なければいけないなという気持ちにも一人ずつなっていくのではないかなと。商店も今ま

でこういう支援というのは、もう受益者負担だったので、もう自分で自己資金を出して勉

強しろという形だったんですが、やはりそういった形でやる気のあるところは選択と集中

でやっぱり少しでも手を差し伸べていただければいいのかなというふうに、それが結果的

に生産性向上とか、次のステージ、どんどん上がってくるというふうに、ちょうど転換期

に来ているのではないかなというふうに思っております。 

 以上でございます。和田アキ子は出ませんけれども、和田アキ子になったでしょうか。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。大変貴重なご意見をさまざまいただき

まして、多分もう時間の関係で全ての点でのお答えみたいなものはないと思いますけれど

も、事務局のほうからご発言ございましたら。 
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○木村中小企業庁次長 すみません、長官の宮本は途中で退席いたしまして本当に申しわ

けございませんでした。ありがとうございました。 

 きょうも非常に示唆に富んだご意見をたくさんいただいて、ちょっと個別に恐らく応接

することは恐らくできないですし、またそしゃくをいたしまして、私ども施策の参考にさ

せていただく、あるいは取りまとめにおいて反映させていただくということでご容赦いた

だければというふうに思います。 

 事業承継につきましては、継ぎたくないのは当たり前だというようなまさにコメントも

いただきまして、恐らく撤退ですとか、あるいは再生とか、あるいは創業といったものを

一体として恐らく考えていかなくてはいけなくて、全体でその施策を連携させていかなく

てはいけないということを改めてちょっと認識を新たにした思いがいたしました。 

 それから集中的に取り組むべきということもおっしゃっていただいて、なかなか行政の

施策というのは一旦つくるとなかなかサンセットというのはできないようなこともあるの

で、逆に言うとそういうことが少しずつしか施策が前に進まない原因になっているのかも

しれませんけれども、いずれにしても待ったなしの課題だということは、本当にそのとお

りだというふうに認識をしておりますので、集中的なその改革に着手するために、これは

多分流れをつくっていかなくてはいけないと思いますので、これは行政だけではなくて、

先生方の恐らくいろいろな発信力もぜひ期待させていただいて、やらせていただければな

というふうに思っております。 

 それから、後編のほうの人材を中心にした話で、やはりコメントとして比較的たくさん

いただいたなというふうに思ったのは、やっぱり経営者の実力といいますか、経営者力と

いいますか、そういったものについてのコメントがやはり多くいただいたような気がいた

しております。意識改革の話、それから経営管理能力のお話もございました。いずれにし

ても、これ自身やはり承継ですとか創業の問題につながっていく話ですし、経営者のある

種苗床といいますか、そういったものを整えていくために行政としても、あるいは中小企

業大学校を初め、どういったことができるのか、改めてちょっと私どもとしても整理をい

たしたいと思います。大学校につきましては、ご評価もいただいた反面、辛口のコメント

もいただいたということで、中身を改めて精査をいたしまして、いずれにしても人材、経

営者の方も含めた人材を育成していくことのある種の動機づけを全体として高めていくた

めに、どういう施策があるのかなというようなことを改めてちょっと精査をしたいという

ふうに思った次第です。 

 それ以外につきましても、さまざまな貴重なコメントをいただきまして、冒頭申し上げ

ましたように改めて整理をさせていただいた上で、何らか反映させていきたいなというふ

うに思っております。 

 どうも本当にありがとうございました。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、今後の進め方を少し説明していただくということでよろしいでしょうか。 
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○川村企画課長 それでは、次回の日程でございますが、次回もまた月曜日の朝で恐縮で

ございますけれども、12月12日月曜日９時からということを予定しておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○沼上小委員長 どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、基本問題小委員会を閉会いたします。 

 皆様のご協力のおかげで１分強のオーバーぐらいで済みました。どうもありがとうござ

いました。また次回よろしくお願いいたします。 

午前１１時０１分 閉会 


